
 

第２３期第３回福島海区漁業調整委員会議事録 

 

Ⅰ 日 時：令和７年１２月２日（火） １３：３０～１５：００ 

 

Ⅱ 場 所：福島県水産資源研究所 ３階大会議室 

（相馬市光陽一丁目１－１４） 

 

Ⅲ 次 第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 出席状況報告 

４ 議事録署名人選出 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあじ、まいわし

太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群）（諮問・答申） 

議案第２号 ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 

議案第３号 すくい網漁業に関する委員会指示について 

議案第４号 こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

（２）報告事項 

ア 全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果について 

イ 太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調整委員 

 会の結果について 

６ 閉会 

 

Ⅳ 委員の定数 １５名 

 

Ⅴ 出席者 

１ 委 員（１５名） 

今野 智光 会長 鈴木 哲二 会長代理 今泉 浩一 委員  

狩野 一男 委員 平 仁一 委員 永瀬 哲浩 委員  

久田 要一 委員 森田 政利 委員 吉田 康男 委員  

渡邊 登 委員 鈴木 由美子 委員 宮﨑 奈穂 委員  



 

渡邊 千夏子 委員（ＷＥＢ参加） 氏居 俊夫 委員  

宮下 朋子 委員（ＷＥＢ参加） 

 

 ２ 知事部局及び海区漁業調整委員会事務局 

所属及び職名 氏名 

水産課長（併）海区事務局長 平田 豊彦 

水産課主査 平川 直人 

水産課主査 寺本 航 

水産課技師 御代 侑希 

水産事務所長 佐久間 徹 

水産事務所主任主査 實松 敦之 

水産海洋研究センター所長 山廼邉 昭文 

水産資源研究所長 後藤 勝彌 

海区事務局 主幹兼次長（総務担当） 菅野 学 

〃   次長（業務担当） 佐藤 太津真 

  〃   副主査 酒井 理沙 

  〃   主事 渡部 もも 

〃   主事 佐藤 琴美 

〃   主事 新妻 樹 

  

 

  



 

１ 開会（１３:３０～） 

事務局(佐

藤次長) 

 定刻となりましたので、これより第２３期第３回福島海区漁業

調整委員会を開会いたします。 

２ 会長挨拶 

事務局(佐

藤次長) 

はじめに、会長より御挨拶をお願いいたします。 

今野会長  みなさん、こんにちは。本日は、お忙しい中、第２３期第３回

福島海区漁業調整委員会に御出席いただき、誠にありがとうござ

います。 

 さて、本日は議案４題、報告事項２題を予定しております。 

十分に御協議いただくことをお願いしまして、私からの挨拶と

いたします。本日はよろしくお願いします。 

３ 出席状況報告 

事務局(佐

藤次長) 

 次に、委員の出席状況を御報告いたします。 

本日は委員１５名中、１３名は会場に御出席をいただいてお

り、渡邊千夏子委員、宮下委員におかれましては、インターネッ

ト上での御出席となっております。福島海区漁業調整委員会運営

規程第３条第５項の規定による、会長が適当と認める情報通信機

器を活用しての御参加となります。 

よって、出席委員数は１５名全員出席であり、漁業法第１４５

条第１項の規定に基づく定足数である過半数に達しており、委員

会は成立することを御報告いたします。 

４ 議事録署名人選出 

事務局(佐

藤次長) 

 議事に先立ちまして議事録署名人を選出いたします。 

 福島海区漁業調整委員会運営規程第１１条第１項の規定に基

づき、会長が指名することとなっております。 

では会長、よろしくお願いいたします。 

今野会長 それでは、議事録署名人には久田委員、森田委員を指名いたし

ます。両委員には、よろしくお願いいたします。 

両委員 （「はい」との声あり） 

５ 議題 

事務局(佐

藤次長) 

これより、議事に入ります。 

議長につきましては、福島海区漁業調整委員会運営規程第３条

第１項の規定に基づき、会長が務めることとなっております。 

会長、よろしくお願いいたします。 

（１）議案 

議案第１号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあじ、まいわし太

平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群）（諮問・答申） 



 

議 長 議案第１号「特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあ

じ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群）」を議

題といたします。 

知事から諮問されておりますので、詳細については知事部局か

ら説明をお願いします。 

平田課長 はい、議長。 

水産課の平田です。 

議案第１号「特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあ

じ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群）」を御

説明いたします。 

資料４ページをお開きください。 

令和７年１１月１３日付け７生流第３１８８号で、知事から貴

委員会へ諮問しております。 

内容の詳細については、担当から説明させますので、御審議よ

ろしくお願いいたします。 

平川主査 はい、議長。 

 水産課の平川です。 

 議案第１号の内容について御説明いたします。 

 資料５ページを御覧ください。 

 まず、資料の訂正が１箇所あります。 

 １の「概要」の４行目に「令和７管理年度の知事管理分の漁獲

可能量」とありますが、正しくは「令和８管理年度の知事管理分

の漁獲可能量」ですので、訂正します。 

 改めまして、１の「概要」について説明します。 

今回の諮問は、特定水産資源のうちまあじ、まいわし太平洋系

群及びかたくちいわし太平洋系群について、福島県資源管理方針

に即して、令和８管理年度の知事管理区分の漁獲可能量を設定す

るものです。 

 ３の「策定必要性」ですが、令和８管理年度の都道府県別漁獲

可能量の当初配分量が農林水産大臣から知事に通知されました。 

 これを受け、知事は、知事管理分の漁獲可能量を定めることと

なるため、貴委員会の意見を求めるものです。 

 資料７ページをお開きください。 

 令和８管理年度の都道府県別漁獲可能量の当初配分について、

令和７年１１月７日付けで農林水産大臣から知事に発出された

通知の写しです。 

 資料中ほどの「記」以下の表に、農林水産大臣が定めた、本県

の令和８管理年度の都道府県別漁獲可能量が示されています。 



 

 まあじ及びまいわし太平洋系群については、表の左から２列目

に記載のとおり「現行水準」と定められました。 

 表の一番右の目安数量は、まあじにつきましては「５０トン未

満」、まいわし太平洋系群につきましては「１００トン未満」と

示されています。 

この目安数量については、当初、水産庁の事前の意見照会にお

いて、直近３か年の漁獲実績に基づいた目安数量が示されていま

したが、それに対し本県より、震災前３か年の漁獲実績に基づい

た算出をするよう要望し、本県の意見が反映されたものです。 

なお、昨年も同数の目安数量が示されています。 

次に、かたくちいわし太平洋系群について説明します。 

かたくちいわし太平洋系群については、令和７管理年度からス

テップアップ管理の「ステップ１」として管理が開始されている

ところですが、令和８管理年度においても、引き続き「ステップ

１」として管理されます。 

ここで、ステップアップ管理の概要について説明いたします。 

資料８ページを御覧ください。 

これは、水産庁が公表しているＴＡＣ管理のステップアップの

考え方を示す表です。 

 かたくちいわし太平洋系群については、令和７管理年度に一番

下の段である「ステップ１」の１年目を行ったところです。 

 ここで「一定の取組が進んでいる」と判断された資源について

は、下から２番目の「ステップ２」に進むこととなっています。 

 かたくちいわし太平洋系群については、水産庁において、一定

の取組として、資源量が急激に増加して来遊が多かった場合など

の対策を検討し、その結論を得た上で「ステップ２」に進むとい

う方針を定めていました。 

しかしながら、その取り組みについて検討が十分でなく「一定

の取組が進んでいる」と判断されなかったことから、来年度も「ス

テップ１」を継続することになりました。 

資料９ページを御覧ください。 

ステップアップ管理の具体的な内容が示されています。 

「ステップ１」の考え方のうち、中ほどの「ＴＡＣの配分」の

行に記載のとおり、令和８管理年度において、実質的に国一括の

管理であり、具体的な配分数量は設定されません。 

ただし、都道府県に対し、今後具体的な管理を行うために参考



 

となる数量が提示されます。 

なお、その下の「漁獲が積み上がった場合の対応」の行に記載

のとおり、漁業法第３３条に基づく「採捕停止命令」は行わない

こととしています。 

資料７ページにお戻りください。 

かたくちいわし太平洋系群の都道府県別漁獲可能量の当初配

分は「１０万７千トンの内数」と定められました。 

この「１０万７千トン」という数量は、国としての「かたくち

いわし太平洋系群」の漁獲可能量です。 

この数量を、農林水産大臣が大臣管理区分と知事管理区分の対

象となる１７道県に、数量の区別なく配分することから「１０万

７千トンの内数」との表現になっています。 

今後、この数量の中から福島県に対し、参考となる数量が提示

されます。 

 令和７管理年度については、令和２年から令和４年までの都道

府県及び大臣管理区分の３か年の漁獲実績シェアが考慮され、参

考となる数量は９トンでした。 

 なお、ＴＡＣ報告の対象となるのは、３６ミリメートル以上程

度のかたくちいわしであり、いわゆる「カエリ」も対象になりま

す。 

 資料５ページにお戻りください。 

 ４の「策定の内容」を御覧ください。 

 農林水産大臣から配分された数量について、福島県資源管理方

針の知事管理区分への配分の基準に即して、知事管理漁獲可能量

を表のとおり定めることといたします。 

 まあじにつきましては、本県に配分された都道府県別漁獲可能

量「現行水準」の全量を福島県まあじ漁業に配分いたします。 

まいわし太平洋系群につきましては、本県に配分された都道府

県別漁獲可能量「現行水準」の全量を福島県まいわし太平洋系群

漁業に配分いたします。 

 かたくちいわし太平洋系群につきましては、本県に配分された

都道府県別漁獲可能量「１０万７千トンの内数」の全量を福島県

かたくちいわし太平洋系群漁業に配分いたします。 

 なお、福島県まあじ漁業、福島県まいわし太平洋系群漁業及び

福島県かたくちいわし太平洋系群漁業とは、特定の漁法を指すも

のではなく、知事がそれぞれの特定水産資源について漁獲量の管



 

理を行う区分の名称です。 

 以上を踏まえ、県報において告示する案を資料６ページに示し

しております。 

 なお、施行までの間、文書法規上の軽微な字句修正があった場

合は、県に一任いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いします。 

議 長 ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、採決に移りたいと思いますがよろし

いですか。 

各委員 （「はい」との声あり） 

議 長 それでは、採決いたします。 

議案第１号、特定水産資源の漁獲可能量の配分（まあじ、まい

わし太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群）について「異議

なし」として答申することに賛成の委員の皆様は挙手をお願いし

ます。 

各委員 （挙手総員） 

議 長 会場およびＷＥＢで御参加の委員についても確認しました。 

全員賛成ですので「異議なし」として答申することに決定いた

します。 

議案第２号 ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 

議 長 議案第２号「ひらめ採捕制限に関する委員会指示について」を

議題といたします。 

委員会指示ですので、詳細については事務局から説明をお願い

します。 

事務局(佐

藤次長) 

はい、議長。 

事務局の佐藤です。 

議案第２号「ひらめ採捕制限に関する委員会指示について」を

御説明いたします。 

資料は１０ページからになりますが、はじめに資料１１ページ

をお開きください。指示発動の背景と経緯を示しております。 

この委員会指示は、規制値以下のひらめの採捕、所持販売等を

制限するもので、全長３０ｃｍ未満を規制値として平成５年から

発動されています。 

これまでの指示発動の経過、指示の概要、栽培漁業と資源管理

の経過について記載しておりますので、詳細につきましては後ほ

ど御覧ください。 

資料１２ページをお開きください。 

福島県のヒラメの水揚げ状況を示しています。 

震災後は、平成２８年に漁獲を再開して以降、令和５年まで



 

年々増加していましたが、令和６年は減少し、令和６年の漁獲量

は６７８トン、漁獲金額は６.８億円となりました。 

なお、令和５年の漁獲量８４６トンは統計のある昭和４４年以

降過去最高の数値でした。 

資料１３ページをお開きください。 

水産研究・教育機構が公表しているヒラメ太平洋北部系群の資

源評価より、漁獲量、漁獲サイズを抜粋して示しています。 

図１を御覧ください。 

県別漁獲量については、震災後、宮城県の漁獲量急増が目立ち、

１，０００トンを超えていましたが、２０２１年には５７９トン

まで減少し、その後６００トンから７００トン前後で推移してい

ます。宮城、福島両県でヒラメ太平洋系群の７割以上を漁獲して

おります。 

図２を御覧ください。 

２０２４年における各県のヒラメ漁獲物全長組成が示されて

います。福島県は全長５０ｃｍ以上が多くを占めていますが、他

の県では小型に偏っており、福島県と大きく異なる全長組成とな

っています。 

資料１４ページを御覧ください。 

事務局より水産資源研究所に対し、福島県のヒラメの資源状況

等について整理を依頼しました。ここで、その結果について説明

いただきたいと思いますが、議長、よろしいでしょうか。 

議 長  はい。それでは水産資源研究所より説明願います。 

後藤所長 はい、議長。 

水産資源研究所の後藤でございます。 

私からは、福島県で実施しております、これまでのヒラメの資

源状況等に係る調査結果について御説明いたします。 

１４ページをお開きください。 

「１.ヒラメの年齢と成長」についてです。 

左のグラフ「(１)年齢と成長」は、横軸が年齢、縦軸が全長、

赤線がメス、青線がオスを示しています。 

ヒラメは雌雄で成長が異なります。メスの方が成長が早く、全

長も大きくなります。また、雌雄ともに２歳前後で４０ｃｍ以上

に成長します。 

右のグラフ「(２)全長と体重」は、横軸が全長、縦軸が体重を

示しています。 

全長と体重の関係を見ると、全長３０ｃｍで体重が０．３ｋｇ

程度ですが、全長４０ｃｍになると体重が０．７ｋｇほどになり

ます。この１０ｃｍの成長によって体重は２倍以上となります。 

このように、ヒラメは、短期間で大きく成長する魚であるとい

うことがお分かりになるかと思います。 

次に、「２.ヒラメ体重と単価の関係」についてです。 



 

こちらの図は、小型個体を漁獲していた２０１０年６月と１２

月の状況を示しています。 

横軸が体重、縦軸が単価を示しています。 

単価は、同じ体重、サイズであれば１２月の方が高い傾向にあ

りました。また、体重と単価の関係をみると、６月、１２月とも

に体重２ｋｇから３ｋｇほどの単価が高く、それより小型になる

と単価は急激に下がり、また、それより大型になると単価は緩や

かに下がるという傾向がみられました。 

このことから、小型個体を保護し、大型個体を中心に漁獲する

ことにより、ヒラメ資源を持続的かつ経済的に利用できることが

分かります。 

１５ページを御覧ください。 

次に、「３.福島県主要市場ヒラメ調査結果」についてです。 

こちらは、２０２０年から２０２４年に福島県内の市場に水揚

げされたヒラメの大きさを測定した結果で、横軸が全長、縦軸が

個体数を示しております。 

福島県では震災後、水揚げするヒラメの全長を漁業者が自主的

に制限する取組が行われており、いわき地区で４０ｃｍ以上、相

双地区で５０ｃｍ以上としております。 

調査結果によると、本県の市場には全長５０ｃｍよりも大きな

ヒラメが主体となって水揚げされておりました。 

このように、福島県では震災後、ヒラメの小型個体が保護され、

大型個体中心の水揚げが行われております。 

次に、「４.ヒラメ資源量指標値の推移」についてです。 

こちらは、福島県沿岸における２００３年から２０２４年のヒ

ラメ資源量の推移を示した図です。 

底びき網は、９月から翌年６月を一漁期としていることから、

これを横軸の漁期年として、縦軸をＣＰＵＥ、底びき網の１時間

曳網あたりヒラメ漁獲量として示しています。 

また、この期間、ＣＰＵＥの最大値から最小値の間を３等分し

て、高位・中位・低位の資源水準に区分しています。 

これによりますと、震災以前の２００３年から２００９年漁期

のＣＰＵＥは低位にありましたが、震災後、漁獲が再開された２

０１６年漁期のＣＰＵＥは高位を示し、その後も中位から高位の

間で推移しています。 

これは、震災後に実施している小型個体の保護等の取組が、ヒ

ラメ資源に対して有効に機能し、高い資源状態が維持されている

結果と考えられます。 

私からの説明は以上です。 

議 長 ただ今の水産資源研究所の説明に対して、御質疑等ございませ

んか。 

議 長 よろしいでしょうか。 



 

１５ページの３の福島県主要市場ヒラメ調査結果の表で、いわ

き地区では４０ｃｍ以上という自主規制がありますが、４０ｃｍ

未満のヒラメはどのような理由で水揚げされているのでしょう

か。 

後藤所長 

 

はい、議長。 

資源研の後藤です。 

ただいまの議長の質問につきましては、現場で市場調査をして

いる水産海洋研究センターの研究員に確認しました。 

特にいわき地区では、ヒラメの水揚げが少ない時期は、４０ｃ

ｍ未満のヒラメもいったん水揚げしてしまいます。 

その後、漁協職員が計量時に４０cm 未満の個体を扱わないよ

うにしているため、４０ｃｍ未満のヒラメは市場には流通してい

ません。  

海洋研の研究員は、４０ｃｍ未満のヒラメを水揚げした段階で

市場調査をしているため、グラフの数字には４０ｃｍ未満のヒラ

メも含まれています。 

議 長 ４０ｃｍ未満のヒラメは、市場には流通していないということ

ですね。 

後藤所長 そのとおりです。 

議 長 分かりました。 

議 長 そのほか御質疑等ございませんか。 

永瀬委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、永瀬委員。 

永瀬委員 これは組合の市場ということでよろしいでしょうか。 

いわき市中央卸売市場に水揚げしている人もいると思います

が、それも含まれているのでしょうか。 

後藤所長 はい、議長。 

いわき市漁協と相馬双葉漁協の各主要市場であり、いわき市中

央卸売市場は含まれていません。 

永瀬委員 分かりました。 

議 長 そのほか御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、事務局から説明を続けてください。 

事務局(佐

藤次長) 

事務局から説明を続けます。 

ただいま資源研の後藤所長から説明がありましたとおり、現

在、ヒラメの漁獲にあたっては、御承知のとおり相双で全長５０

ｃｍ、いわきで全長４０ｃｍの自主規制が行われております。 

昨年の本委員会において、ヒラメの採捕制限全長を４０ｃｍに

引き上げすることについて、特にいわきの漁業者の意見集約が必

要との意見が出され、継続協議となっておりました。 

これに関して、海区事務局が令和７年９月１９日に、いわき市



 

漁協の理事会に先立って各理事から意見を集約した結果、特に反

対の意見は出されませんでした。 

制限全長の引き上げにあたっては、まずは目的の整理、漁業者

の意向の確認を経た後、様々な手順を経て進めていく必要があり

ます。 

事務局としては、漁業者の意見を踏まえながら引き続き手順に

従い進めてまいる考えです。 

従いまして、本日御審議いただくのは、従前どおり３０ｃｍ規

制についての内容でございます。 

また、ヒラメについては、現在、国においてＴＡＣの導入が計

画されており、今後、関係者からの意見を聴き、具体的な管理の

方針を示すこととされております。 

今後の国の動向を踏まえ、知事部局とも連携しながら進めてま

いります。委員の皆様には、引き続き御協力をお願いいたします。 

資料１０ページをお開きください。 

委員会指示の案について御説明いたします。 

指示の内容ですが、ただいま説明したとおり、現在有効な指示

と同様、全長３０センチメートル未満とし、令和８年１月１日か

らも継続して指示する内容を原案としています。 

以上で、議案第２号「ひらめ採捕制限に関する委員会指示につ

いて」の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

議 長 ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。 

平委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、平委員。 

平委員 

 

昨年の委員会で継続審議ということになりましたが、底びき業

者と話はしたのでしょうか。 

事務局(佐

藤次長) 

はい、議長。 

昨年の委員会で「相双地区の意見はまとまっているが、いわき

地区はどうなのか」、「いわき地区の底びき業者の意見がまとまっ

てないのではないか」という話がありました。 

事務局として、いわき市漁協の理事会の前に時間をいただき、

理事に説明をしてまいりました。その結果、底びき業者の理事も

含めて、特に反対の意見は出されませんでした。 

少なくともいわき市漁協の中では大きな問題という捉え方で

はなく、今後の進め方を見守っていきたいということでした。 

平委員 拡大操業へと進んでいる中、３０ｃｍから若干上げるにして

も、昨年の委員会でも遊漁者とトラブルがあったというような話

が出たので、今後どのように話を進めていくかを真剣に協議して

もらわないと、後から騒ぎになるのは目に見えています。 

刺し網業者は、制限未満の魚を漁獲しても放流できるからいい

ですが、底びき業者は前回３０ｃｍを決める時にも「混獲で入っ



 

て販売出来ないとは何だ」、「こんなの聞いていられない」と反対

していました。 

原釜でも当時、佐藤康徳さんが委員長でしたが、いろいろと揉

め、大変苦労して底びき業者に何とか３０ｃｍで収めてほしいと

いうことで話をつけた経緯があります。 

今のように、自主規制の中で３０ｃｍから４０ｃｍに上げると

いうならそれでいいと思いますが、固定観念のように４０ｃｍと

決めて、後で騒ぎにならないようにしないといけないと思いま

す。後からサイズを下げられるならいいですが。 

現時点では、カレイ類は獲れずヒラメに頼っている状態なの

で、何とか底びき業者と話をしていただきたいと思います。 

議 長 平委員の話は、震災前の底びき業者との関係の話で、当時はサ

イズアップについて考えていませんでした。放流した翌年は、底

びき船も小型船も３０ｃｍのヒラメが主流でした。 

震災後はヒラメが大型化していて、今の時期では沖でもヒラメ

が入るようになり、現在３０ｃｍ未満はあまりいないという情報

が入ってきています。  

継続審議にしてもらいましたが、４０ｃｍに向けて、いわき地

区の漁業者の反対意見はなかったということでよろしいでしょ

うか。 

事務局(佐

藤次長) 

組合として正式に御回答いただいたものではありません。 

現在自主規制を行っているため、４０ｃｍに反対する理事はい

ませんでした。 

議 長 分かりました。 

今後どのような手順で進めていくのでしょうか。 

いつまでに誰がやるのか明確な説明をしていただきたいです。 

平委員の話のとおり、相双地区の小型船でカレイは全然水揚げ

されておらず、小型船の主力はヒラメになっています。 

ヒラメが掛からなければ、漁業を続けていくことができないと

いう位のウエイトを置いています。 

相双地区では若手漁業者が増えており、持続可能な漁業を続け

ていけるよう、資源保護に向けての基礎作りを行っていく必要が

あると思います。 

反対の意見があることは覚悟していますが、将来を見据えて考

えていただきたいです。現在、若手が本気になって漁業に従事す

る状況になってきています。 

永瀬委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、永瀬委員。 

永瀬委員 いわき地区は沖底業者は多分大丈夫だと思いますが、小底業者

が問題で、小底業者が大丈夫ならすんなりいくと思います。 

ですから、底びき部会などの際に福島県から説明して意見を聴



 

いた方が早いです。 

底びきでは、灘側を曳いて４０ｃｍ未満の魚が混獲されても死

んでしまう可能性があるわけです。それを捨ててもいいですが、

死んでいてそれを使えないのかということになってくるわけで

す。 

ですから、いわきではまず底びき業者と福島県とで話をして、

４０ｃｍで決まったならば、他の刺し網業者や釣りの業者も４０

ｃｍで同意すると思います。 

議 長 ３０ｃｍというと放流した翌年の魚ですよね。 

永瀬委員 昔は小さいヒラメを唐揚げなどに使っていた人がいました。 

議 長 現在は小さいものは安くなっています。獲ってなんぼの世界で

はなく、がんばる漁業とは逆行しています。 

がんばる漁業があるから漁獲しないといけないという考えは

捨ててほしいです。がんばる漁業と資源管理は別ですから。 

永瀬委員 刺し網業者はいいですが、底びき業者は３０ｃｍのヒラメ以外

何も網に入らなくて、それでも数量をあげなければならないとな

ったら、そういうことも考えてしまいます。 

議 長 がんばる漁業と資源管理は別と考えて進めていただきたいで

す。いつまで経っても資源管理ができません。 

永瀬委員 前まで持ってこなかったアカエイまで持ってきて数量にして

います。そういう風になってくるんです。数量目標も善し悪しで

す。 

議 長 未利用魚の使用は、がんばる漁業の事業に入っているからとが

める問題ではありません。 

永瀬委員 でも、次の日持ってこなくていいと言われています。 

議 長 この話はがんばる漁業の問題で、海区とは別問題です。 

永瀬委員 ですから、いわき地区の底びき業者の集まりの際、福島県が説

明すればいいと思います。 

議 長 今後の進め方はどのようになるのでしょうか。 

平田課長 はい、議長。 

水産課の平田です。 

４０ｃｍの規制について、自主規制として継続していただいて

おりますが、漁業者間でも意向が強いということは承知した上

で、事務局で意見を聞いているところです。 

平委員からも似たようなお話がありましたが、委員会指示とし

て法的な規制をかけるには、相応の場で資源の状況、規制による

効果、遵守体制を協議して決定していく必要があると思います。 

以前はヒラメ栽培事業推進委員会を設置して、その中で具体的

に動きながら合意形成を図っていった経過があります。 

ヒラメ栽培事業推進委員会は、震災後開かれている状況ではあ

りません。 



 

今後、海区事務局及び知事部局でも進め方、説明する場、説明

の内容を漁業者の皆様と情報交換しながら進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

今後この話を議論するにあたって、留意していただきたい点が

あります。 

自主規制から法的な規制をかけるということで、公の規制とな

りますので、決して他者を排除する規制とならないように留意し

ていただきたいです。将来の資源のための議論を深めていただき

たいと思います。 

毎年諮問答申は継続になりますが、規制を強化した以上、相当

の期間この措置を継続することを念頭において進めていただき

たいです。 

資源の状況が変わった、獲れなくなってきたなどの理由で、毎

年変更することは法的な規制としてはふさわしくないため、その

ような点を念頭において議論を深めていただきたいです。 

以前のような組織作りができていない部分がありますので、ど

のような場での合意形成が最善か模索しながらになりますが、皆

様と協議しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

議 長 分かりました。 

第２号議案について、令和８年１月１日から令和８年１２月３

１日までになっていますが、令和８年１２月３１日までに結論を

出すということでいいのでしょうか。 

平田課長 それについても、協議しながら決めていくことになります。 

議 長 私は、他者を排除するという思いはさらさらありません。 

ヒラメは、現在漁業者のウエイトを大きく占めている魚種のた

め、資源の継続性という観点から提案しています。 

漁業者以外も従っていただかないと、漁業者の努力が実りませ

ん。 

令和８年１２月３１日までを目安としてやっていただけるん

ですよね。 

平田課長 皆様と協議することになりますので、工程についても相談しな

がら進めていきたいと思います。 

議 長 漁業者が了解すれば、遊漁者などに対して公示する必要があり

ますよね。 

平田課長 パブリックコメントになるのか、そのあたりも含めて協議する

必要があります。 

議 長 ここまでやらないと委員会指示は変更できないですよね。 

平田課長 はい。変更できないので、そのあたりも含めて漁業者の合意形

成をどのような場で行っていくのか、皆様と相談しながら進めた

いと思います。 



 

議 長 早急にお願いいたします。 

議 長 そのほか御質疑等ございませんか。 

平委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、平委員。 

平委員 どのような形で進むのか分からないため、１年以内に決められ

るかは分からないですよね。 

議 長 ある程度の目安期間を提示して欲しくてこの話をしました。 

 まとまる話もまとまらなくなります。計画がなければ次に進ま

ないため、来年１年間をかけてやってほしいと提案しました。 

平委員 なるべく皆で相談しながら進めていただきたいです。 

議 長 福島県から説明があったとおり、震災後ヒラメ栽培事業推進委

員会はなく、漁業者たちが大勢集まって話をする場がありませ

ん。 

平委員 ３０ｃｍの規制をかけた時も決定するまで１年で収まらず、５

年かかっています。 

議 長 宮城県のひらめ規制は、３０ｃｍから３５ｃｍに上がりました

よね。 

事務局（佐

藤次長） 

宮城県南部は、自主規制で３５ｃｍになっています。 

議 長  そうなんですね。 

今泉委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、今泉委員。 

今泉委員 今ならばいわき地区の底びき業者でも、５０ｃｍは厳しいかも

しれませんが、４０ｃｍであればスムーズに話が進むと思いま

す。 

勿来でも４０ｃｍに反対する人はいないと思います。 

平委員 こういう雰囲気があればいいですね。 

永瀬委員 いわき地区か相双地区のどちらかが４０ｃｍにすると決まれ

ば、スムーズに進むと思います。 

議 長 現在いわき地区は４０ｃｍ、相双地区は５０ｃｍという自主規

制があります。 

いわき地区の４０ｃｍに合わせた方がいいと思います。 

委員会指示を４０ｃｍにしても、相双地区は引き続き５０ｃｍ

の自主規制を行おうと思っております。 

 福島県がいわき地区の意見をまとめて全体会議を行えば、簡単

に進むと思います。 

平田課長 意見は意見として、公の規制になるため経過を残していく必要

があります。 

ただ４０ｃｍに規制するということだけではなく、前回の場合

だと遵守体制、監視体制まで決めて委員会指示になっています。 

具体的な作業についても皆様に相談させていただきます。 



 

議 長 今後、海区でどのように進めていくかの話をして意見はまとま

りますか。 

漁業者の意見をまとめたら、次は遊漁者などの意見を聞かない

と進まないですよね。 

平田課長 福島県が一斉に行うに当たって、地域毎にばらばらに行うとい

うわけにはいきません。 

前回は監視員を付けましたが、具体的な作業の話を皆様と一緒

に決めた上で最終的に委員会指示にしなければなりません。 

議 長 経過が必要なんですよね。 

平田課長 経過についても相談しながら進めていきたいと思います。 

吉田委員 よろしいでしょうか。 

議 長 はい、吉田委員。 

吉田委員 相馬もいわきも各部会があるので、１年間かけて部会に説明し

て、部会から回答をもらった方が正当だと思います。 

議 長 漁業者の意見をまとめないと次のステップには進みません。 

吉田委員 漁業者の意見をまとめれば、遊漁者も準じると思います。 

相馬もいわきも各部会に説明すれば問題なく進むと思います。 

議 長 漁業者の意見は来年の３月までにはまとまると思います。 

吉田委員 そういう方針で行えば問題なく進むと思います。 

議 長 この話について、１年かけてやっていただけないかという要望

をしました。 

吉田委員 まず各部会に説明していけばいいと思います。 

議 長 よろしくお願いいたします。 

議 長 そのほか御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、採決に移りたいと思いますがよろし

いですか。 

各委員 （「はい」との声あり） 

議 長 それでは、採決いたします。 

議案第２号、ひらめ採捕制限に関する委員会指示について、承

認することに賛成の委員の皆様は挙手をお願いします。 

各委員 （挙手総員） 

議 長 会場およびＷＥＢで御参加の委員についても確認しました。 

全員賛成ですので、原案どおり委員会指示を発動することに決

定いたします。 

議案第３号 すくい網漁業に関する委員会指示について 

議 長 議案第３号「すくい網漁業に関する委員会指示について」を議

題といたします。 

委員会指示ですので、詳細については事務局から説明をお願い

します。 



 

事務局(佐

藤次長) 

はい、議長。 

事務局の佐藤です。 

議案第３号「すくい網漁業に関する委員会指示について」を御

説明いたします。 

資料は１６ページからになりますが、はじめに資料１７ページ

をお開きください。 

この指示は、すくい網漁業によるオキアミやイカナゴの操業を

制限するもので、昭和５４年に初めて発動されております。 

指示発動の経過ですが、昭和５２年、昭和５３年の春に本県沖

にオキアミ漁場が形成され、この対応が小委員会で検討されまし

た。 

その結果、昭和５３年に「おきあみひき網漁業」については知

事許可漁業に、魚種を特定しない「すくい網漁業」については委

員会承認漁業となった経緯があります。 

指示発動の理由は、自由漁業のままでは漁業秩序が維持できな

いことに加え、仙台湾入会協議の進捗への期待もありました。 

指示内容の推移ですが、対象船舶に関しては、平成６年に１５

トン未満に、操業期間については、平成２年にイカナゴが「３月

１日から３月３１日まで」に、オキアミが「３月１日から５月３

１日まで」に変更し、以降は同じ内容でございます。 

操業海域についても表の右側にあるとおり推移がありました。 

宮城県船の承認状況は、２６隻の承認枠を設け、平成１０年以

降９隻を承認しておりましたが、平成２４年以降は承認実績があ

りません。 

指示の継続理由について「すくい網漁業」は宮城県、岩手県で

は知事許可漁業であり、本県海域において自由漁業とする理由が

ないことから、引き続き委員会指示の発動が必要であると考えて

おります。 

承認枠案については、従来同様、県内船には枠を設けず、県外

船には宮城県船に２６隻としております。 

資料１６ページを御覧ください。 

指示の内容について概要を御説明します。 

操業の承認ですが、おきあみ又はいかなごを対象としたすくい

網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに承認を受け

なければなりません。ただし、自家用釣餌料を採捕することを目

的とするたもすくい網漁業のためだけに使用する船舶はこの限

りではありません。 

対象漁船は総トン数１５トン未満です。 

操業期間は、おきあみは令和８年３月１日から同年５月３１日

まで、いかなごは、令和８年３月 1日から３月３１日までです。 

制限又は条件のうち、操業禁止区域は、おきあみは小型機船底

びき網禁止線より西側の海域、いかなごは小型機船底びき網禁止



 

線よりも西側を禁止し、さらに県外船は新田川河口よりも南の海

域、県内船は富岡川河口よりも南の海域を操業禁止としておりま

す。 

指示の有効期間は、令和８年３月１日から１年間です。 

以上で、議案第３号「すくい網漁業に関する委員会指示につい

て」の説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 

議 長 ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、採決に移りたいと思いますがよろし

いですか。 

各委員 （「はい」との声あり） 

議 長 それでは、採決いたします。 

議案第３号、すくい網漁業に関する委員会指示について、承認

することに賛成の委員の皆様は挙手をお願いします。 

各委員  （挙手総員） 

議 長 会場およびＷＥＢで御参加の委員についても確認しました。 

全員賛成ですので、原案どおり委員会指示を発動することに決

定いたします。 

議案第４号 こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

議 長 議案第４号「こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示につ

いて」を議題といたします。 

委員会指示ですので、詳細については事務局から説明をお願い

します。 

事務局(佐

藤次長) 

 はい、議長。 

事務局の佐藤です。 

議案第４号「こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示につ

いて」を御説明いたします。 

 資料は１８ページからになりますが、はじめに資料１９ページ

をお開きください。 

この指示は、イカナゴの稚魚であるコウナゴが光に集まる性質

を利用して、夜間、集魚灯を用いて水面近くに集め、棒受け網で

すくって漁獲する漁業について制限するもので「すくい網漁業」

と同様に昭和５４年に初めて発動されました。 

指示発動までの経過については、昭和５３年に岩手県から、い

かつり船の操業不振対策として本県海域での試験操業の申し入

れがありました。 

委員会では、この申し入れを了承しましたが、岩手県船の協定

違反が発生したことから、翌年からは承認漁業として取り扱うこ

とが委員会で決定されました。 

指示発動の理由については、本漁業は岩手・宮城両県では、知



 

事許可の重要な漁業であることから、本県においても海区承認漁

業にすることで、仙台湾の漁業秩序の維持や相互入会に向けた調

整が進むことを期待するものです。 

指示内容等の推移について、対象船舶は平成６年以降、県内及

び県外船とも１５トン未満に統一し、操業期間は平成２年以降、

４月１日から４月３０日までに短縮し、操業海域は昭和６２年以

降、県内船が夏井川以北、県外船が夏井川以北でかつ小型機船底

びき網禁止線以深に制限しております。 

 承認枠については、岩手県に昭和５４年当時１８隻を設けてお

りましたが、承認実績隻数の減少とともに削減を行い、平成４年

以降は２隻となっております。 

承認実績は平成１４年以降、皆無となっております。なお、県

内船については、過去に操業したこともあったようですが定着せ

ず、承認実績はありません。 

指示継続の理由ですが、本漁業は岩手県、宮城県ではイカナゴ

を対象とした知事許可漁業であり、本県海域において自由漁業と

する理由はないことから、引き続き委員会指示の発動が必要であ

ると考えております。 

 承認枠については、従来同様県内船については枠を設けず、県

外船については、岩手県の２隻としております。 

資料１８ページを御覧ください。 

指示の内容について概要を御説明します。 

操業の承認ですが、こうなご電気棒受網漁業を操業しようとす

る者は、使用する船舶ごとに承認を受けなければなりません。 

対象漁船は、総トン数１５トン未満です。 

操業期間は、令和８年４月１日から同月３０日までです。 

制限又は条件のうち操業禁止区域は、夏井川磐城舞子橋中央点

から正東の線以南の福島県の海域、県外船舶にあっては夏井川以

南に加え、小型機船底びき網禁止線より西側の海域を禁止区域と

します。 

指示の有効期間は、令和８年３月１日から１年間です。 

以上で、議案第４号「こうなご電気棒受網漁業に関する委員会

指示について」の説明を終わります。御審議をよろしくお願いし

ます。 

議 長  ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。  

議 長  よろしいでしょうか。 

県外船を０隻にすることはできないのでしょうか。 

 他県から要望があれば翌年から変更できるのでしょうか。 

なぜなら、相双地区にはこうなごがいないので操業を自粛して

います。岩手県からは来ないと思いますが、宮城県船の１隻は松

島湾の近くで毎年２、３日操業しています。 



 

この委員会指示には宮城県船の枠はないからいいですが、資源

回復するまで漁業者は我慢しています。岩手県船が福島県沖に来

ることはないからそのままでもいいのでしょうか。 

事務局(佐

藤次長) 

 宮城県船の枠はなく、岩手県船の枠はありますが操業実績はあ

りません。 

議 長  入会の問題で可能性が出てくるのでしょうか。 

鈴木会長代

理 

このままの方がいいのではないでしょうか。 

議 長  分かりました。 

議 長  そのほか御質疑等ございませんか。 

各委員  （質疑なし） 

議 長  質疑がないようですので、採決に移りたいと思いますがよろし

いですか。 

各委員  （「はい」との声あり） 

議 長 それでは、採決いたします。 

議案第４号、こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示につ

いて、承認することに賛成の委員の皆様は挙手をお願いします。 

各委員 （挙手総員） 

議 長 会場およびＷＥＢで御参加の委員についても確認しました。 

全員賛成ですので、原案どおり委員会指示を発動することに決

定いたします。 

（２）報告 

報告事項ア 全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果につ

いて 

議 長 続きまして、議題（２）報告事項に移ります。 

報告事項ア「全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会

議の結果について」を事務局から報告願います。 

事務局(佐

藤次長) 

はい、議長。 

事務局の佐藤です。 

報告事項ア「全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会

議の結果について」を御説明いたします。 

資料２０ページをお開きください。 

本会議は毎年持ち回りで開催され、今年度は１０月２０日に三

重県津市で開催されました。 

本委員会からは、今野会長と平田事務局長が出席しました。 

内容は、議事として令和８年度総会に向けた要望事項、次年度

開催海区、その他の３議題のほか、水産庁による講演がありまし

た。 

資料２３ページをお開きください。 



 

会議結果の概要をまとめたものになります。 

最初に、全漁調連事務局から令和８年度要望活動結果及び国か

らの回答についての報告がありました。 

次に第１号議案では、ブロックから提出する令和８年度要望事

項について、提案海区から説明の上協議し、本県から提案した遊

漁に関する要望を含めすべての提案が原案どおりに承認されま

した。 

ここで、資料２４ページをお開きください。 

本県からの提案内容を掲載しております。 

本県からの提案内容につきましては、８月に各委員に要望照会

した結果、特に要望がなかったことから、事務局において会長と

相談の上、遊漁船の問題について引き続き課題があることから、

継続課題として要望したものでございます。 

資料２３ページにお戻りください。 

ページ中ほどに、ブロック内で提案された新規要望事項につい

て記載しました。 

新規は３課題あり、静岡海区から「海区委員の資質向上を図る

ための研修等の機会の設定」、東京海区から「ＶＭＳ航跡情報を

国だけでなく都道府県取締担当も確認し、国と連携した取締を行

えるような体制を構築すること」、神奈川海区から「マサバ太平

洋系群に関する資源管理について、１年で資源評価結果が大きく

変わってしまったことに対する説明を行うこと」、「急激かつ大幅

に漁獲量が変更され、漁業者を混乱させるようなことがないよう

十分配慮を行うこと」などの要望が出されました。 

第２号議案では、次年度の東日本ブロック会議開催海区につい

て、輪番により、北海道連合海区の担当で北海道で開催すること

が決定されました。 

議事終了後、水産庁資源管理部管理調整課の土方課長補佐より

「海区漁業調整委員会の権限と役割」と題した講演がありまし

た。 

以上で報告事項ア「全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロ

ック会議の結果について」の説明を終わります。 

議 長 ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、ただ今の報告につきましては、御承

知願います。 

報告事項イ 太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調

整委員会の結果について 

議 長 次に、報告事項イ「太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及

び太平洋広域漁業調整委員会の結果について」を事務局から報告

願います。 



 

事務局(佐

藤次長) 

はい、議長。 

事務局の佐藤です。 

報告事項イ「太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平

洋広域漁業調整委員会の結果について」を御説明いたします。 

資料２５ページをお開きください。 

太平洋広域漁業調整委員会は令和７年１１月４日に開催され、

本委員会からは互選委員である鈴木会長代理と事務局から酒井

副主査が出席しました。 

１３時から太平洋北部会が開催され、１５時から太平洋広域漁

業調整委員会が開催されました。 

初めに、太平洋北部会について御説明いたします。 

主な議題は、広域魚種の資源管理についてで、沖合性カレイ類

の資源状況や資源管理の取組の説明がありました。 

添付資料は、重要な部分を抜粋しています。 

資料２７ページをお開きください。 

サメガレイは、漁獲量及び資源量指標値は前年より増加したも

のの、低い水準でほぼ横ばい傾向となっています。 

資料２８ページをお開きください。 

ヤナギムシガレイは、幅広い年齢で構成され、親魚量は高い水

準を維持しています。 

資料２９ページを御覧ください。 

キチジは、資源水準が中位、資源動向は減少となりました。 

資料３０ページをお開きください。 

キアンコウは、資源水準は高位ですが、資源動向は減少となり

ました。 

資料３１ページを御覧ください。 

沖合性カレイ類の保護区の位置図となっています。福島県沖に

は、ヤナギムシガレイ、キアンコウの保護区が設定されています。 

次に、引き続き開催されました太平洋広域漁業調整委員会につ

いて御説明いたします。 

資料３２ページをお開きください。 

主な議題は「委員改選に伴う対応」、「太平洋くろまぐろの遊漁

に関する管理について」、「太平洋くろまぐろの遊漁の届出制に関

する委員会指示及び採捕に関する委員会指示の一部改正につい

て」、「沿岸くろまぐろ漁業の承認に係る対応について」、「広域魚

種の資源管理について」、その他として「ＴＡＣ魚種拡大に向け

た検討状況等」について、水産庁より説明がありました。 

資料３４ページをお開きください。下の図を御覧ください。 

令和７年度４月から１０月のくろまぐろ遊漁の管理について

です。 

令和７年度は、毎月５トンで管理を行うこととしていました

が、６月及び７月について予想以上に採捕数量が積み上がったこ



 

とから、８月の「くろまぐろ遊漁専門部会」において、９月から

３月までは各月３トンを採捕上限とすることとされました。 

資料３５ページを御覧ください。上の図を御覧ください。 

今後、年間の総採捕数量６０トンを超過した場合は、翌年の総

採捕数量から０．１トン単位で差し引くこととされ、未利用分が

発生した場合は漁業と同様、当初の総採捕数量の１０％を上限に

翌管理年度に０．１トン単位で繰越すこととされました。 

資料３６ページをお開きください。 

太平洋くろまぐろの遊漁に係る届出制に関する委員会指示第

５１号の案の概要になります。 

遊漁者の実態を把握する目的で、令和８年４月１日から令和９

年３月３１日までの期間にくろまぐろ（大型魚）を採捕しようと

する場合、期間内に水産庁に届出を行うこととされ、遊漁者は１

営業日前までに、遊漁船業者及び自ら船舶を運行するものは、令

和８年４月１日から令和８年３月２０日までに届け出ることと

されました。 

資料３７ページを御覧ください。 

太平洋くろまぐろ遊漁に係る採捕に関する委員会指示第４９

号の一部改正案の概要になります。 

採捕を報告する際の報告事項に「届出番号」が新設されること

となりました。これは、前述の第５１号指示で届出の結果、付番

されるものとなります。 

これらの委員会指示については、審議の結果、異議なく合意さ

れ、原案どおり指示第５１号が発出され、指示第４９号が一部改

正されました。 

資料３８ページをお開きください。 

沿岸くろまぐろ漁業の承認に係る対応について、概要及び一斉

更新後の承認数（令和７年４月時点）について説明がありました。  

本県につきましては、４４４件が承認されております。 

資料３９ページを御覧ください。 

複数都道府県をまたがる海域を回遊する資源の管理の取組状

況について説明がありました。 

同日の太平洋北部会で「２ 太平洋北部沖合性カレイ類」の状

況が共有された旨と、太平洋南部会で「４ 太平洋南部キンメダ

イ」、「５ 伊勢湾・三河湾小型機船底曳網対象種（トラフグ、マ

アナゴ、シャコ）」の状況が共有された旨が報告されました。 

資料４０ページをお開きください。 

水産資源ごとの検討状況が共有されました。前回からの更新は

黄色セルになっております。 

表の下から７行目のヒラメ太平洋北部系群は、令和５年４月の

資源管理手法検討部会以降、動きはありません。 

以上が会議の概要となります。 



 

以上で、報告事項イ「太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会

及び太平洋広域漁業調整委員会の結果について」の説明を終わり

ます。 

議 長 ただ今の説明に対して、御質疑等ございませんか。 

各委員 （質疑なし） 

議 長 質疑がないようですので、ただ今の報告につきましては、御承

知願います。 

６ 閉会 

議 長 これで予定された議題について、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、第２３期第３回福島海区漁業調整委員会を

閉会いたします。皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


